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背景

世界の大都市では、都市を代表する河川と周辺の町並みが一体となった美しく風格

のある景色を形成してきた。

統一感のある水辺の景観

居心地の良い水辺空間エリアでのマネジメント

街並みにふさわしい水辺利用

水辺における商業利用

品格のある水辺

ニューハウン運河（デンマーク）ヤラ川（オーストラリア）プリンス運河（オランダ）

ライン川（ドイツ）セーヌ川（フランス） 道頓堀川（大阪）

背景

我が国でも、浮世絵に描かれた江戸の下町と大川のように、かつて川そのものが

周辺の街並みと融けあって美しい風景を形成していた。

江戸期の隅田川・両国橋

江戸期の日本橋川－１ 江戸期の日本橋川－２

葛飾北斎「絵本隅田川両岸一覧」



背景

しかし、高度経済成長期を経て現在に至り、多くの都市河川は効率を重視した排水

路と化している。

→水辺空間が整備されるも、
水辺にかつての賑わいはみられない。

→船着き場があるが、 直立護岸が水辺とまち
の融合を妨げている。

→河川の上に高速道路が走り、完全に
川とまちが切り離された空間となっている。

→建物が河川から背を向けている

ミズベリング・プロジェクト基本コンセプト

水辺とまちの未来のかたちをデザインし、「つくる」だけでなく「育てる」こと
を視野に入れた持続可能な未来の創造に貢献する。

①まちにある川や水辺空間の賢い利用

②民間企業等の民間活力の積極的な参画

③市民や企業を巻き込んだソーシャルデザイン

の３つを基本コンセプトとして、街における川や水辺の魅力や価値、街における川
づくりや水辺づくりに求めること、賢い利用、各主体の関わり方等について考え、
水辺とまちの未来を創造していくための取り組みを推進していくことを打ち出すこ
ととした。



外から中に作戦

市民 NPO 企業

行政

ここから始める
（私が始める）

振動伝える

・水辺に新しい関心を集める
▼

・水辺に新しいアイデアを育てる
▼

・新しい水辺の関係を作る
▼

・新しい水辺のビジネスや活動を育てる
▼

・新しい河川行政の人を育てる

・水辺を楽しむ人
・水辺で街を変える人
・水辺で新しいビジネスを作る人 を増やす

ミズベリング・プロジェクト概念図

日本橋川の「豊年萬福」（東京）堂島川の「R Riverside Grill&BEERGARDEN」（大阪）

京橋川（広島）
日本橋川の「イチノイチノイチ」（東京）

賑わいある水辺の例 （都市河川）



賑わいある水辺の例

最上川水系平野川（山形県長井市）

狩野川水系源兵衛川（静岡県三島市） 勝浦川水系生名谷川（徳島県勝浦町）

木曽川水系水門川（岐阜県大垣市）

景観・歴史・文化等の河川が有する地域の魅力という「資源」や地域の「知恵」
を活かし、地元住民等が水辺空間を積極的に観光や地域活性化につなげる動きが広
がってきています。
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ミズベリング・プロジェクトの当面の展開イメージ



仕組み・取組みの対象範囲イメージ

「かわまちづくり」支援制度
良好なまち空間と水辺空間形成の円滑な推進を図ることを目
的として河川敷地占用許可準則の特例措置や河川管理施設
等構造令の適用緩和等、推進主体（市町村等）の提案に基
づき河川管理者が判断し実施する施策。
市町村及び地域住民の水辺空間整備及び利活用について
熱意が高い河川が推進主体となる。

富士川水系ミズベリング研究会

富士川水系の水辺とまちの未来を創造していくための取り組
みを推進していくためミズベリングに関する情報を関係者で
共有し、産官学との連携のあり方と人材活用方策について調
査・研究を行うための研究会。
①水辺を楽しむ人を増す・育てる
②水辺で街を変える人を増す・育てる
③水辺で新しいビジネスを作る人を増す・育てる

を基本目標としてミズベリングに関心をもって取り組む機関・
団体等で構成する。



水辺の活用を考える上で重要な共通認識

①利用目的の規制緩和は
安全性を侵してよいという意味ではありません。

②河川管理者が規制している
理由を正しく理解する責任は利用者にもあります。

富士川水系におけるミズベリングの取組１



富士川水系におけるミズベリングの取組２

富士川水系におけるミズベリングの取組３



富士川水系におけるミズベリングの取組４

富士川水系におけるミズベリングの取組５



富士川水系におけるミズベリングの取組６

富士川水系におけるミズベリングの取組７


